
○個人情報の保護に関する法律の施行に関する公安委員会規則

北海道公安委員会規則第５号

令和５年３月28日

個人情報の保護に関する法律の施行に関する公安委員会規則をここに公布する。

個人情報の保護に関する法律の施行に関する公安委員会規則

（趣旨）

第１条 個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下「法」という ）の施行。

（北海道公安委員会（以下「公安委員会」という ）が保有する個人情報の保護等に係る。

ものに限る ）については、個人情報の保護に関する法律施行令（平成15年政令第507号。。

以下「政令」という 、個人情報の保護に関する法律施行規則（平成28年個人情報保護委。）

） （ 。員会規則第３号 及び個人情報の保護に関する法律施行条例 令和４年北海道条例第33号

以下「条例」という ）に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。。

（個人情報ファイル簿）

第２条 法第75条第１項の個人情報ファイル簿（次項及び第３項において「ファイル簿」と

いう ）は、別記第１号様式によるものとする。。

２ ファイル簿は、北海道警察本部総務部総務課警察情報センター及び方面本部の情報コー

ナー並びに警察署の情報コーナー（以下「警察情報センター等」という ）に備え置くも。

のとする。

３ 前２項に定めるもののほか、ファイル簿の作成及び公表に関し必要な事項は、北海道警

察本部長（以下「警察本部長」という ）が定める。。

（個人情報取扱事務登録簿）

（ 「 」第３条 条例第３条第１項の個人情報取扱事務登録簿 第３項及び第４項において 登録簿

という ）は、別記第２号様式によるものとする。。

２ 条例第３条第１項第８号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

⑴ 個人情報の経常的な提供先

⑵ 個人情報の処理形態

⑶ 個人情報を取り扱う事務に係る外部委託の有無

３ 登録簿は、警察情報センター等に備え置くものとする。

４ 前３項に定めるもののほか、登録簿の作成及び閲覧に関し必要な事項は、警察本部長が

定める。

（保有個人情報開示請求書）

第４条 法第77条第１項の開示請求書は、別記第３号様式の保有個人情報開示請求書による

ものとする。

（北海道情報公開・個人情報保護審査会への報告）

第５条 公安委員会は、法第81条の規定により保有個人情報の存否を明らかにしないで開示

請求を拒否したときは、その旨を北海道情報公開・個人情報保護審査会に報告しなければ

ならない。

（保有個人情報開示決定通知書等）

第６条 法第82条第１項の書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書



によるものとする。

⑴ 開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定をしたとき 別記第４号様式

の保有個人情報開示決定通知書

⑵ 開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する旨の決定をしたとき 別記第５号様式

の保有個人情報一部開示決定通知書

２ 政令第26条第１項の書面は、別記第６号様式の保有個人情報の開示の実施方法等申出書

によるものとする。

３ 法第82条第２項の書面は、別記第７号様式の保有個人情報の開示をしない旨の決定通知

書によるものとする。

（保有個人情報の開示決定等期間延長通知書）

第７条 条例第４条第２項の書面は、別記第８号様式の保有個人情報の開示決定等期間延長

通知書によるものとする。

（保有個人情報の開示決定等期間特例延長通知書）

第８条 条例第５条の書面は、別記第９号様式の保有個人情報の開示決定等期間特例延長通

知書によるものとする。

（保有個人情報の開示請求事案移送通知書）

第９条 法第85条第１項の書面は、別記第10号様式の保有個人情報の開示請求事案移送通知

書によるものとする。

（第三者に対する意見書提出の機会の付与等の手続）

第10条 法第86条第１項又は第２項の規定による通知は、別記第11号様式の保有個人情報の

開示請求に関する意見照会書により行うものとする。

２ 法第86条第３項の書面は、別記第12号様式の反対意見書に係る保有個人情報の開示決定

通知書によるものとする。

（開示の実施に係る本人確認）

第11条 公安委員会は、開示の実施をする場合において、開示請求に係る保有個人情報の本

人であること（代理人が開示を受ける者であるときは、開示請求に係る保有個人情報の本

人の代理人であること。以下この条において同じ ）を確認する必要があると認めるとき。

は、開示を受ける者に対し、開示請求に係る保有個人情報の本人であることを示す書類の

提示を求めることができる。

（電磁的記録の開示の方法）

第12条 法第87条第１項の行政機関等が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別

に応じ、当該各号に定める方法とする。

⑴ 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ若しくは録音ディスクを専用機器によ

り再生したものの視聴又は録音カセットテープに複写したものの交付

⑵ ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ若しくはビデオディスクを専用

機器により再生したものの視聴又はビデオカセットテープに複写したものの交付

⑶ 電磁的記録（前２号又は次号に該当するものを除く ） 当該電磁的記録を公安委員。

会が保有するプログラム（電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることがで

きるように組み合わされたものをいう。同号及び次条第１項において同じ ）を使用し。

て用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付



⑷ 電磁的記録（公安委員会が保有するプログラムによりこの号に掲げる再生したものの

閲覧若しくは視聴又は電磁的記録媒体等に複写したものの交付による開示の実施をする

ことができる特性を有するものに限る ） 前号に定める方法又は当該電磁的記録を専。

用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴若しくは電磁的記録媒体等に複写したも

のの交付

（自己に関する保有個人情報の閲覧等）

第13条 法第87条第１項の規定により、保有個人情報が記録されている公文書（電磁的記録

を公安委員会が保有するプログラムを使用して用紙に出力したものを含む。以下この条に

おいて同じ ）を閲覧し、又は視聴する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、こ。

れを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。

２ 公安委員会は、前項の規定に違反した者に対しては、公文書の閲覧若しくは視聴を中止

させ、又は禁止することができる。

（開示保有個人情報の所在地以外の地での開示の実施）

第14条 公安委員会は、開示請求者の住所が開示保有個人情報（開示請求に係る保有個人情

報のうちその全部又は一部を開示をする旨の決定がされた保有個人情報をいう。以下この

条において同じ ）を保管している事務所の所在地（以下「開示保有個人情報の所在地」。

という ）から遠隔の地にあること等により開示請求者が開示保有個人情報の所在地にお。

いて開示保有個人情報を閲覧し、又は視聴することが著しく困難であると認められる場合

であって、開示保有個人情報が記録されている公文書の写し（電磁的記録媒体等に複写し

たものを含む。以下この条から第18条までにおいて「写し」という ）を開示保有個人情。

報の所在地以外の地に送付することにより開示保有個人情報の開示をすることができると

きは、開示保有個人情報の所在地以外の地の警察本部長が指定する場所で、当該写しによ

り開示保有個人情報の開示をすることができる。

（写しの交付等）

第15条 写しの交付部数は、開示請求があった保有個人情報に係る公文書１件につき１部と

する。

２ 写しの作成方法は、警察本部長が定める。

（写しの交付に要する費用の納付）

第16条 条例第６条第２項の写しの交付に要する費用は、前納しなければならない。

（特定個人情報の写しの交付に係る負担費用の額の免除）

第17条 次に掲げる者については、条例第６条第２項ただし書及び個人情報の保護に関する

法律施行細則（令和５年北海道規則第26号）第19条の規定により、特定個人情報の写しの

交付を受ける者が負担すべき当該写しの交付に要する費用の額（当該写しの送付に要する

費用の額を除く ）を免除するものとする。。

⑴ 生活保護法（昭和25年法律第144号）第11条第１項各号の扶助を受けている者

⑵ その他経済的困難により当該費用の額を負担する資力がないと認められる者

２ 前項の規定による免除を受けようとする者は、特定個人情報の写しの交付を申請する際

に、併せて当該免除を受けようとする理由を記載した別記第13号様式の写しの交付費用免

除申請書を公安委員会に提出しなければならない。この場合において、同項第１号に掲げ

る者が当該免除を受けようとする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書



面を、同項第２号に掲げる者が当該免除を受けようとする場合にあっては当該事実を証明

する書面を添付しなければならない。

３ 前項の規定による提出があった場合における当該提出をした者に対する通知は、次の各

号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により通知するものとする。

⑴ 写しの交付に要する費用の額を免除する旨の決定をしたとき 別記第14号様式の写し

の交付費用免除決定通知書

⑵ 写しの交付に要する費用の額を免除しない旨の決定をしたとき 別記第15号様式の写

しの交付費用の免除をしない旨の決定通知書

（写しの送付に要する費用の納付の方法）

第18条 個人情報の保護に関する法律施行細則第20条の実施機関が定める納付の方法は、現

金で納付する方法又は警察本部長が定める納付の方法とする。

（保有個人情報訂正請求書）

第19条 法第91条第１項の訂正請求書は、別記第16号様式の保有個人情報訂正請求書による

ものとする。

（保有個人情報訂正決定通知書等）

第20条 法第93条第１項の書面は、別記第17号様式の保有個人情報訂正決定通知書によるも

のとする。

２ 法第93条第２項の書面は、別記第18号様式の保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知

書によるものとする。

（保有個人情報の訂正決定等期間延長通知書）

第21条 法第94条第２項の書面は、別記第19号様式の保有個人情報の訂正決定等期間延長通

知書によるものとする。

（保有個人情報の訂正決定等期間特例延長通知書）

第22条 法第95条の書面は、別記第20号様式の保有個人情報の訂正決定等期間特例延長通知

書によるものとする。

（保有個人情報の訂正請求事案移送通知書）

第23条 法第96条第１項の書面は、別記第21号様式の保有個人情報の訂正請求事案移送通知

書によるものとする。

（保有個人情報訂正実施通知書）

第24条 法第97条の書面は、別記第22号様式の保有個人情報訂正実施通知書によるものとす

る。

（保有個人情報利用停止請求書）

第25条 法第99条第１項の利用停止請求書は、別記第23号様式の保有個人情報利用停止請求

書によるものとする。

（保有個人情報利用停止決定通知書等）

第26条 法第101条第１項の書面は、別記第24号様式の保有個人情報利用停止決定通知書に

よるものとする。

２ 法第101条第２項の書面は、別記第25号様式の保有個人情報の利用停止をしない旨の決

定通知書によるものとする。

（保有個人情報の利用停止決定等期間延長通知書）



第27条 法第102条第２項の書面は、別記第26号様式の保有個人情報の利用停止決定等期間

延長通知書によるものとする。

（保有個人情報の利用停止決定等期間特例延長通知書）

第28条 法第103条の書面は、別記第27号様式の保有個人情報の利用停止決定等期間特例延

長通知書によるものとする。

（北海道情報公開・個人情報保護審査会に諮問をした旨の通知）

第29条 法第105条第３項において準用する同条第２項の規定による通知は、別記第28号様

式の審査会諮問通知書により行うものとする。

（第三者からの審査請求に係る保有個人情報の開示通知書等）

第30条 法第107条第１項において準用する法第86条第３項の書面は、次の各号に掲げる区

分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

⑴ 法第107条第１項第１号の裁決をしたとき 別記第29号様式の第三者からの審査請求

に係る保有個人情報の開示通知書

⑵ 法第107条第１項第２号の裁決をしたとき 別記第30号様式の審査請求に係る保有個

人情報の開示通知書

（行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結の申込み等）

第31条 法第115条（法第118条第２項において準用する場合を含む ）の規定による行政機。

関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結の申込みは、別記第31号様式の行政機関等匿

名加工情報の利用に関する契約の締結の申込書により行うものとする。

２ 条例第７条第３項の手数料は、前項の行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締

結の申込書に北海道収入証紙を貼って納付しなければならない。

第32条 警察本部長が作成する行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料の納付の方法

は、警察本部長が定める納付の方法とする。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。

（北海道個人情報保護条例の施行に関する公安委員会規則の廃止）

２ 北海道個人情報保護条例の施行に関する公安委員会規則（平成18年北海道公安委員会規

則第８号）は、廃止する。

（経過措置）

３ この規則の施行の際現に前項の規定による廃止前の北海道個人情報保護条例の施行に関

する公安委員会規則の規定に基づいて作成された文書の取扱いについては、なお従前の例

による。



別記第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称

実施機関の名称

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号

個人情報ファイルの種別 政令第21条第７項に該当 （マニュアル処理ファイ

するファイル ル）

□有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル

である旨

行政機関等匿名加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案をすることが

できる期間

備考

注 規格は、Ａ列４番縦長とする。



別記第２号様式（第３条関係）

個人情報取扱事務登録簿

機関名 公 安 委 員 会

登録年月日 年 月 日 事務の開始年月日 年 月 日

事務の名称

事務の目的

事務を担当する部

課等

個人情報の対象者

の範囲

個人情報を保有す

る機関

基 □識別番号 要 □人種 家 □家庭状況

本 □氏名 配 □信条 庭 □親族関係

的 □住所 慮 □社会的身分 生 □婚姻歴

事 □本籍・国籍 個 □病歴 活 □

項 □生年月日・年齢 人 □心身の機能障害 社 □職業・職歴

□性別 情 □健康診断等結果 会 □学業・学歴

□連絡先 報 □指導・診療・調 生 □資格

□身体の特徴 剤 活 □賞罰

□ □犯罪の経歴 □成績・評価

個 □身体の特徴を電 □犯罪被害の事実 □公的扶助
個人情報の項目 人 算化した符号 □刑事事件に関す □趣味・し好

識 （ ） る手続 □

別 □旅券番号 □少年の保護事件 資 □資産状況

符 □基礎年金番号 に関する手続 産 □収入状況

号 □運転免許証番号 ・ □納税状況

□住民票コード 根 □法令等 収 □取引状況

□個人番号 拠 □犯罪の予防 入 □

□ 等 そ □

の

他

□本人 □本人以外

□実施機関内 □民間法人・団体
個人情報の収集先

□他の実施機関 □私人

□他の官公庁 □その他

□無 □有

個人情報の経常的 □他の実施機関 □私人

な提供先 □他の官公庁 □その他

□民間法人・団体

個人情報の処理形 □電子計算機処理を含む。 □電子計算機処理を含まない

態 （手書き処理 。）

外部委託の有無 □無 □有

備考

注 規格は、Ａ列４番縦長とする。



別記第３号様式（第４条関係）
保有個人情報開示請求書

年 月 日
北海道公安委員会 様

住所又は居所
（ふりがな）
氏 名
電 話 番 号

個人情報の保護に関する法律第77条第１項の規定により、次のとおり保有個人情報の
開示を請求します。

記
１ 開示を請求する保有個人情報（具体的に特定してください ）。

２ 求める開示の実施方法等（本欄の記載は任意です。記載がない場合は開示決定後に
保有個人情報の開示の実施方法等申出書を提出していた
だきます ）。

⑴又は⑵のいずれかに○を付してください。
⑴ 警察情報センター等における開示の実施を希望する。

（ ）＜実施の方法＞ □閲覧又は視聴 □写しの交付 □その他
＜実施の希望日＞ 年 月 日 午前・午後

⑵ 写しの送付を希望する。
３ 本人確認等
⑴ 開示請求者 □本人 □法定代理人 □任意代理人
⑵ 請求者本人確認書類
□運転免許証 □健康保険被保険者証
□個人番号カード又は住民基本台帳カード（住所の記載があるもの）
□その他（ ）
※ 請求書を送付して請求する場合には、住民票の写し等も添付してください。

⑶ 本人の状況等（法定代理人又は任意代理人が請求する場合にのみ記載してくだ
さい ）。
ア 本人の状況 □未成年者（ 年 月 日生） □成年被後見人

□任意代理人委任者
（ふりがな）

イ 本人の氏名
ウ 本人の住所又は居所

⑷ 法定代理人が請求する場合、次のいずれかの書類を提示し、又は提出してくだ
さい。
請求資格確認書類 □戸籍謄本 □登記事項証明書

（ ）□その他
⑸ 任意代理人が請求する場合、次の書類を提示し、又は提出してください。

（ ）請求資格確認書類 □委任状 □その他
※ この欄は記入しないでください。

受 付 年 月 日 年 月 日
部 課

担 当 部 課 等
電話 （内線 ）

備 考

注 規格は、Ａ列４番縦長とする。



別記第４号様式（第６条関係）

保有個人情報開示決定通知書

第 号

年 月 日

様

印北海道公安委員会 □

年 月 日付けで開示請求のあった保有個人情報については、個人情報

の保護に関する法律第82条第１項の規定により、次のとおり開示することに決定したの

で、通知します。

記

１ 開示する保有個人情報

２ 開示する保有個人情報の利用目的

３ 開示の実施の方法等（同封の説明事項をお読みください ）。

⑴ 開示の実施の方法等

⑵ 警察情報センター等における開示を実施することができる日時及び場所

（ 、 、 。）期間： 月 日から 月 日まで 土・日曜 祝日 年末年始を除く

時間：

場所：

⑶ 写しの送付を希望する場合の送付に要する費用

連絡先 部 課

電 話 （内線）

注 規格は、Ａ列４番縦長とする。



別記第５号様式（第６条関係）
保有個人情報一部開示決定通知書

第 号
年 月 日

様

印北海道公安委員会 □

年 月 日付けで開示請求のあった保有個人情報については、個人情報
の保護に関する法律第82条第１項の規定により、次のとおりその一部を開示することに
決定したので、通知します。

記
１ 開示する保有個人情報

２ 開示しないこととした部分とその理由

３ 開示する保有個人情報の利用目的

４ 開示の実施の方法等（同封の説明事項をお読みください ）。
⑴ 開示の実施の方法等

⑵ 警察情報センター等における開示を実施することができる日時及び場所
（ 、 、 。）期間： 月 日から 月 日まで 土・日曜 祝日 年末年始を除く

時間：
場所：

⑶ 写しの送付を希望する場合の送付に要する費用

教 示
１ この決定（以下「処分」という ）に不服がある場合には、この処分があったこ。
とを知った日の翌日から起算して３か月以内に、北海道公安委員会に対して審査請
求をすることができます。ただし、処分があったことを知った日の翌日から起算し
て３か月以内であっても、処分があった日の翌日から起算して１年を経過すると審
査請求をすることができなくなります。

２ この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日（１による審
査請求をしたときは、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日
から起算して６か月以内に、北海道（訴訟において北海道を代表する者は、北海道
公安委員会となります ）を被告として、札幌地方裁判所に処分の取消しの訴えを。
提起することができます。ただし、処分又は裁決があったことを知った日の翌日か
ら起算して６か月以内であっても、処分又は裁決の日の翌日から起算して１年を経
過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

連絡先 部 課
電 話 （内線）

注 規格は、Ａ列４番縦長とする。



別記第６号様式（第６条関係）

保有個人情報の開示の実施方法等申出書

年 月 日

北海道公安委員会 様

住所又は居所

（ふりがな）

氏 名

電 話 番 号

個人情報の保護に関する法律第87条第３項の規定により、次のとおり申し出ます。

記

１ 保有個人情報開示決定通知書（又は保有個人情報一部開示決定通知書）の文書番号

及び日付

文書番号：

日 付：

２ 求める開示の実施方法

実施の方法
開示請求に係る保有個人

情報の名称等

ア 全部
⑴ 閲覧

（ ）イ 一部

⑵ 複写したも ア 全部

（ ）のの交付 イ 一部

⑶ その他 ア 全部

（ ） （ ）イ 一部

３ 開示の実施を希望する日

年 月 日 午前・午後

４ 「写しの送付」の希望の有無 有・無

注１ 「保有個人情報開示請求書」に記載した事項を変更しないときは、提出不要です。

２ 規格は、Ａ列４番縦長とする。



別記第７号様式（第６条関係）

保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書

第 号

年 月 日

様

印北海道公安委員会 □

年 月 日付けで開示請求のあった保有個人情報については、個人情報

の保護に関する法律第82条第２項の規定により、次のとおり全部を開示しないことに決

定したので、通知します。

記

開示請求に係る保有個人

情報の名称等

開示をしないこととした

理由

教 示

１ この決定（以下「処分」という ）に不服がある場合には、この処分があったこ。

とを知った日の翌日から起算して３か月以内に、北海道公安委員会に対して審査請

求をすることができます。ただし、処分があったことを知った日の翌日から起算し

て３か月以内であっても、処分があった日の翌日から起算して１年を経過すると審

査請求をすることができなくなります。

２ この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日（１による審

査請求をしたときは、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日

から起算して６か月以内に、北海道（訴訟において北海道を代表する者は、北海道

公安委員会となります ）を被告として、札幌地方裁判所に処分の取消しの訴えを。

提起することができます。ただし、処分又は裁決があったことを知った日の翌日か

ら起算して６か月以内であっても、処分又は裁決の日の翌日から起算して１年を経

過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

連絡先 部 課

電 話 （内線）

注 規格は、Ａ列４番縦長とする。



別記第８号様式（第７条関係）

保有個人情報の開示決定等期間延長通知書

第 号

年 月 日

様

印北海道公安委員会 □

年 月 日付けで開示請求のあった保有個人情報については、個人情報

の保護に関する法律施行条例第４条第２項の規定により、次のとおり開示決定等の期間

を延長することとしたので、通知します。

記

開示請求に係る保有個人

情報の名称等

延長後の期間等 日（開示決定等の期限 年 月 日）

延長の理由

連絡先 部 課

電 話 （内線）

注 規格は、Ａ列４番縦長とする。



別記第９号様式（第８条関係）

保有個人情報の開示決定等期間特例延長通知書

第 号

年 月 日

様

印北海道公安委員会 □

年 月 日付けで開示請求のあった保有個人情報については、個人情報

の保護に関する法律施行条例第５条の規定により、次のとおり開示決定等の期間を延長

することとしたので、通知します。

記

開示請求に係る保有個人

情報の名称等

開示決定等の期限の特例

規定を適用する理由

（ 年 月 日までに可能な部分について開示
残りの保有個人情報につ

決定等を行い、残りの部分については、次に掲載する期限
いて開示決定等をする期

までに開示決定等を行う予定です ）
限

。

年 月 日

連絡先 部 課

電 話 （内線）

注 規格は、Ａ列４番縦長とする。



別記第10号様式（第９条関係）

保有個人情報の開示請求事案移送通知書

第 号

年 月 日

様

印北海道公安委員会 □

年 月 日付けで請求のあった保有個人情報の開示請求に係る事案につ

いては、個人情報の保護に関する法律第85条第１項の規定により、次のとおり移送した

ので、通知します。

なお、保有個人情報の開示決定等は、次の移送先の行政機関の長等において行われま

す。

記

開示請求に係る保有個人

情報の名称等

移送をした日 年 月 日

移送の理由

（行政機関の長等）

（連絡先）

移送先の行政機関の長等 部課等名：

担当者名：

所 在 地：

電話番号：

連絡先 部 課

電 話 （内線）

注 規格は、Ａ列４番縦長とする。



別記第11号様式（第10条関係）

保有個人情報の開示請求に関する意見照会書

第 号

年 月 日

様

印北海道公安委員会 □

に関する情報が含まれている保有個人情報について、個人情報の保護に関す

る法律第77条第１項の規定による開示請求があり、当該保有個人情報について開示決定

等を行う際の参考とするため、同法第86条第１項（第２項）の規定により、御意見を伺

います。

つきましては、お手数ですが、当該保有個人情報を開示することにつき御意見がある

、 「 」 、ときは 同封した 保有個人情報の開示決定等に関する意見書 に必要事項を記入の上

提出してください。

なお、提出期限までに意見書の提出がない場合には、特に御意見がないものとして取

り扱います。

記

開示請求に係る保有個人

情報の名称等

開示請求の年月日 年 月 日

適用区分 □第１号 □第２号
（ ）法第86条第２項の場合

（適用理由）
第１号又は第２号の適用

の区分及び理由

開示請求に係る保有個人

情報に含まれている

に関する情報の内容

部課等名：
意見書の提出先

所 在 地：

意見書の提出期限 年 月 日

連絡先 部 課

電 話 （内線）

注 規格は、Ａ列４番縦長とする。



別紙

保有個人情報の開示決定等に関する意見書

年 月 日

北海道公安委員会 様

住所又は居所（法人その他の団体にあっては、本店又は

主たる事務所の所在地）

（ふりがな）

氏 名（法人その他の団体にあっては、名称及び

代表者の氏名）

電 話 番 号

年 月 日付けで照会のあった保有個人情報の開示について、次のとお

り意見を提出します。

記

開示請求に係る保有個人

情報の名称等

□保有個人情報を開示されることについて支障がない。

□保有個人情報を開示されることについて支障がある。

⑴ 支障（不利益）がある部分

開示に関しての意見

⑵ 支障（不利益）の具体的な理由

注 規格は、Ａ列４番縦長とする。



別記第12号様式（第10条関係）

反対意見書に係る保有個人情報の開示決定通知書

第 号

年 月 日

様

印北海道公安委員会 □

から 年 月 日付けで「保有個人情報の開示決定等に関する意

見書」の提出がありました保有個人情報については、次のとおり開示決定をしましたの

で、個人情報の保護に関する法律第86条第３項の規定により通知します。

記

開示請求に係る保有個人

情報の名称等

開示することとした理由

開示決定をした日 年 月 日

開示を実施する日 年 月 日

教 示

１ この決定（以下「処分」という ）に不服がある場合には、この処分があったこと。

を知った日の翌日から起算して３か月以内に、北海道公安委員会に対して審査請求を

することができます。ただし、処分があったことを知った日の翌日から起算して３か

月以内であっても、処分があった日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求を

することができなくなります。

２ この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日（１による審査

請求をしたときは、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から

起算して６か月以内に、北海道（訴訟において北海道を代表する者は、北海道公安委

員会となります ）を被告として、札幌地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起する。

ことができます。ただし、処分又は裁決があったことを知った日の翌日から起算して

６か月以内であっても、処分又は裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると処分

の取消しの訴えを提起することができなくなります。

連絡先 部 課

電 話 （内線）

注 規格は、Ａ列４番縦長とする。



別記第13号様式（第17条関係）

写しの交付費用免除申請書

年 月 日

北海道公安委員会 様

住所又は居所

（ふりがな）

氏 名

電 話 番 号

個人情報の保護に関する法律施行条例第６条第２項ただし書及び個人情報の保護に関

する法律の施行に関する公安委員会規則第17条第１項の規定により、次のとおり特定個

人情報の写しの交付に要する費用の額の免除を申請します。

記

１ 開示を請求する特定個人情報

２ 免除を求める理由

⑴ 生活保護法第11条第１項第 号の扶助を受けており、費用を納付する資力がない

ため。

⑵ その他

注１ ⑴又は⑵のいずれかに○を付してください。

２ ⑴に○を付した場合は、生活保護法第11条第１項のうち該当する号を記載すると

ともに、当該扶助を受けていることを証明する書面を添付してください。

３ ⑵に○を付した場合は、その理由を具体的に記載するとともに、その事実を証明

する書類を添付してください。

４ 規格は、Ａ列４番縦長とする。



別記第14号様式（第17条関係）

写しの交付費用免除決定通知書

第 号

年 月 日

様

印北海道公安委員会 □

年 月 日付けで請求のありました特定個人情報の写しの交付に要する

費用の額の免除申請について、個人情報の保護に関する法律施行条例第６条第２項ただ

し書及び個人情報の保護に関する法律の施行に関する公安委員会規則第17条第１項の規

定により、次のとおり免除することとしたので、通知します。

記

対象となる特定個人情報の名称

連絡先 部 課

電 話 （内線）

注 規格は、Ａ列４番縦長とする。



別記第15号様式（第17条関係）

写しの交付費用の免除をしない旨の決定通知書

第 号

年 月 日

様

印北海道公安委員会 □

年 月 日付けで請求のありました特定個人情報の写しの交付に要する

費用の額の免除申請については、個人情報の保護に関する法律施行条例第６条第２項た

だし書に規定する経済的困難その他特別の理由があると認めませんので、通知します。

記

１ 対象となる特定個人情報の名称

２ 免除が認められない理由等

教 示

１ この決定（以下「処分」という ）に不服がある場合には、この処分があったこ。

とを知った日の翌日から起算して３か月以内に、北海道公安委員会に対して審査請

求をすることができます。ただし、処分があったことを知った日の翌日から起算し

て３か月以内であっても、処分があった日の翌日から起算して１年を経過すると審

査請求をすることができなくなります。

２ この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日（１による審

査請求をしたときは、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日

から起算して６か月以内に、北海道（訴訟において北海道を代表する者は、北海道

公安委員会となります ）を被告として、札幌地方裁判所に処分の取消しの訴えを。

提起することができます。ただし、処分又は裁決があったことを知った日の翌日か

ら起算して６か月以内であっても、処分又は裁決の日の翌日から起算して１年を経

過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

連絡先 部 課

電 話 （内線）

注 規格は、Ａ列４番縦長とする。



別記第16号様式（第19条関係）
保有個人情報訂正請求書

年 月 日
北海道公安委員会 様

住所又は居所
（ふりがな）
氏 名
電 話 番 号

個人情報の保護に関する法律第91条第１項の規定により、次のとおり保有個人情報の
訂正を請求します。

記
１ 訂正を請求する保有個人情報

年 月 日
訂正請求に係る保有個人
情報の開示を受けた日

保有個人情報開示決定通知書（又は保有個人情報一部開
示決定通知書）の文書番号及び日付
文書番号： 日付： 年 月 日開示決定に基づき開示を

開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報の名称等受けた保有個人情報

（趣旨）

訂正請求の趣旨及び理由
（理由）

２ 本人確認等
⑴ 訂正請求者 □本人 □法定代理人 □任意代理人
⑵ 請求者本人確認書類
□運転免許証 □健康保険被保険者証
□個人番号カード又は住民基本台帳カード（住所の記載があるもの）
□その他（ ）
※ 請求書を送付して請求する場合には、住民票の写し等も添付してください。

⑶ 本人の状況等（法定代理人又は任意代理人が請求する場合にのみ記載してくだ
さい ）。
ア 本人の状況 □未成年者（ 年 月 日生） □成年被後見人

□任意代理人委任者
（ふりがな）

イ 本人の氏名
ウ 本人の住所又は居所

⑷ 法定代理人が請求する場合、次のいずれかの書類を提示し、又は提出してくだ
さい。
請求資格確認書類 □戸籍謄本 □登記事項証明書

（ ）□その他
⑸ 任意代理人が請求する場合、次の書類を提示し、又は提出してください。

（ ）請求資格確認書類 □委任状 □その他
※ この欄は記入しないでください。

受 付 年 月 日 年 月 日
部 課

担 当 部 課 等 電話 （内線 ）

備 考

注 規格は、Ａ列４番縦長とする。



別記第17号様式（第20条関係）

保有個人情報訂正決定通知書

第 号

年 月 日

様

印北海道公安委員会 □

年 月 日付けで訂正請求のあった保有個人情報については、個人情報

の保護に関する法律第93条第１項の規定により、次のとおり訂正をすることに決定した

ので、通知します。

記

訂正請求に係る保有個人

情報の名称等

訂正請求の趣旨

（訂正内容）

訂正決定をする内容及び

理由 （訂正理由）

教 示

１ この決定（以下「処分」という ）に不服がある場合には、この処分があったこと。

を知った日の翌日から起算して３か月以内に、北海道公安委員会に対して審査請求を

することができます。ただし、処分があったことを知った日の翌日から起算して３か

月以内であっても、処分があった日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求を

することができなくなります。

２ この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日（１による審査

請求をしたときは、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から

起算して６か月以内に、北海道（訴訟において北海道を代表する者は、北海道公安委

員会となります ）を被告として、札幌地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起する。

ことができます。ただし、処分又は裁決があったことを知った日の翌日から起算して

６か月以内であっても、処分又は裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると処分

の取消しの訴えを提起することができなくなります。

連絡先 部 課

電 話 （内線）

注 規格は、Ａ列４番縦長とする。



別記第18号様式（第20条関係）

保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書

第 号

年 月 日

様

印北海道公安委員会 □

年 月 日付けで訂正請求のあった保有個人情報については、個人情報

の保護に関する法律第93条第２項の規定により、次のとおり訂正をしないことに決定し

たので、通知します。

記

訂正請求に係る保有個人

情報の名称等

訂正をしないこととした

理由

教 示

１ この決定（以下「処分」という ）に不服がある場合には、この処分があったこと。

を知った日の翌日から起算して３か月以内に、北海道公安委員会に対して審査請求を

することができます。ただし、処分があったことを知った日の翌日から起算して３か

月以内であっても、処分があった日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求を

することができなくなります。

２ この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日（１による審査

請求をしたときは、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から

起算して６か月以内に、北海道（訴訟において北海道を代表する者は、北海道公安委

員会となります ）を被告として、札幌地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起する。

ことができます。ただし、処分又は裁決があったことを知った日の翌日から起算して

６か月以内であっても、処分又は裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると処分

の取消しの訴えを提起することができなくなります。

連絡先 部 課

電 話 （内線）

注 規格は、Ａ列４番縦長とする。



別記第19号様式（第21条関係）

保有個人情報の訂正決定等期間延長通知書

第 号

年 月 日

様

印北海道公安委員会 □

年 月 日付けで訂正請求のあった保有個人情報については、個人情報

の保護に関する法律第94条第２項の規定により、次のとおり訂正決定等の期間を延長す

ることとしたので、通知します。

記

訂正請求に係る保有個人

情報の名称等

延長後の期間等 日（訂正決定等の期限 年 月 日）

延長の理由

連絡先 部 課

電 話 （内線）

注 規格は、Ａ列４番縦長とする。



別記第20号様式（第22条関係）

保有個人情報の訂正決定等期間特例延長通知書

第 号

年 月 日

様

印北海道公安委員会 □

年 月 日付けで訂正請求のあった保有個人情報については、個人情報

の保護に関する法律第95条の規定により、次のとおり訂正決定等の期間を延長すること

としたので、通知します。

記

訂正請求に係る保有個人

情報の名称等

訂正決定等の期限の特例

規定を適用する理由

訂正決定等をする期限 年 月 日

連絡先 部 課

電 話 （内線）

注 規格は、Ａ列４番縦長とする。



別記第21号様式（第23条関係）

保有個人情報の訂正請求事案移送通知書

第 号

年 月 日

様

印北海道公安委員会 □

年 月 日付けで訂正請求のあった保有個人情報については、個人情報

の保護に関する法律第96条第１項の規定により、次のとおり事案を移送したので、通知

します。

なお、保有個人情報の訂正決定等は、次の移送先の行政機関の長等において行われま

す。

記

訂正請求に係る保有個人

情報の名称等

移送をした日 年 月 日

移送の理由

（行政機関の長等）

（連絡先）

移送先の行政機関の長等 部課等名：

担当者名：

所 在 地：

電話番号：

備考

連絡先 部 課

電 話 （内線）

注 規格は、Ａ列４番縦長とする。



別記第22号様式（第24条関係）

保有個人情報訂正実施通知書

第 号

年 月 日

様

印北海道公安委員会 □

に提供している次の保有個人情報については、個人情報の保護に関する法律

第92条の規定により訂正を実施したので、同法第97条の規定により通知します。

記

訂正請求に係る保有個人

情報の名称等

訂正請求者の氏名等、保 （氏名、住所等）

有個人情報を特定するた

めの情報

訂正請求の趣旨

（訂正内容）

訂正決定をする内容及び

理由 （訂正理由）

連絡先 部 課

電 話 （内線）

注 規格は、Ａ列４番縦長とする。



別記第23号様式（第25条関係）
保有個人情報利用停止請求書

年 月 日
北海道公安委員会 様

住所又は居所
（ふりがな）
氏 名
電 話 番 号

個人情報の保護に関する法律第99条第１項の規定により、次のとおり保有個人情報の
利用停止を請求します。

記
１ 利用停止を請求する保有個人情報

年 月 日
利用停止請求に係る保有
個人情報の開示を受けた日

保有個人情報開示決定通知書（又は保有個人情報一部開
示決定通知書）の文書番号及び日付

開示決定に基づき開示を 文書番号： 日付： 年 月 日
受けた保有個人情報 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報の名称等

（趣旨）
□法第98条第１項第１号に該当（□利用の停止 □消去）

利用停止請求の趣旨及び □法第98条第１項第２号に該当（提供の停止）
理由 （理由）

２ 本人確認等
⑴ 利用提示請求者 □本人 □法定代理人 □任意代理人
⑵ 請求者本人確認書類
□運転免許証 □健康保険被保険者証
□個人番号カード又は住民基本台帳カード（住所の記載があるもの）
□その他（ ）
※ 請求書を送付して請求する場合には、住民票の写し等も添付してください。

⑶ 本人の状況等（法定代理人又は任意代理人が請求する場合にのみ記載してくだ
さい ）。
ア 本人の状況 □未成年者（ 年 月 日生） □成年被後見人

□任意代理人委任者
（ふりがな）

イ 本人の氏名
ウ 本人の住所又は居所

⑷ 法定代理人が請求する場合、次のいずれかの書類を提示し、又は提出してくだ
さい。
請求資格確認書類 □戸籍謄本 □登記事項証明書

（ ）□その他
⑸ 任意代理人が請求する場合、次の書類を提示し、又は提出してください。

（ ）請求資格確認書類 □委任状 □その他
※ この欄は記入しないでください。

受 付 年 月 日 年 月 日
部 課

担 当 部 課 等 電話 （内線 ）

備 考

注 規格は、Ａ列４番縦長とする。



別記第24号様式（第26条関係）

保有個人情報利用停止決定通知書

第 号

年 月 日

様

印北海道公安委員会 □

年 月 日付けで利用停止請求のあった保有個人情報については、個人

情報の保護に関する法律第101条第１項の規定により、次のとおり利用停止をすること

に決定したので、通知します。

記

利用停止請求に係る保有個

人情報の名称等

利用停止請求の趣旨

（利用停止の内容）

利用停止決定をする内容及

び理由 （利用停止の理由）

教 示

１ この決定（以下「処分」という ）に不服がある場合には、この処分があったことを知っ。

た日の翌日から起算して３か月以内に、北海道公安委員会に対して審査請求をすることが

できます。ただし、処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であって

も、処分があった日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなく

なります。

２ この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日（１による審査請求

をしたときは、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して

６か月以内に、北海道（訴訟において北海道を代表する者は、北海道公安委員会となりま

す ）を被告として、札幌地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます。。

、 、ただし 処分又は裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても

処分又は裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起するこ

とができなくなります。

連絡先 部 課

電 話 （内線）

注 規格は、Ａ列４番縦長とする。



別記第25号様式（第26条関係）

保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書

第 号

年 月 日

様

印北海道公安委員会 □

年 月 日付けで利用停止請求のあった保有個人情報については、個人

情報の保護に関する法律第101条第２項の規定により、次のとおり利用停止をしないこ

とに決定したので、通知します。

記

利用停止請求に係る保有

個人情報の名称等

利用停止をしないことと

した理由

教 示

１ この決定（以下「処分」という ）に不服がある場合には、この処分があったこと。

を知った日の翌日から起算して３か月以内に、北海道公安委員会に対して審査請求を

することができます。ただし、処分があったことを知った日の翌日から起算して３か

月以内であっても、処分があった日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求を

することができなくなります。

２ この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日（１による審査

請求をしたときは、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から

起算して６か月以内に、北海道（訴訟において北海道を代表する者は、北海道公安委

員会となります ）を被告として、札幌地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起する。

ことができます。ただし、処分又は裁決があったことを知った日の翌日から起算して

６か月以内であっても、処分又は裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると処分

の取消しの訴えを提起することができなくなります。

連絡先 部 課

電 話 （内線）

注 規格は、Ａ列４番縦長とする。



別記第26号様式（第27条関係）

保有個人情報の利用停止決定等期間延長通知書

第 号

年 月 日

様

印北海道公安委員会 □

年 月 日付けで利用停止請求のあった保有個人情報については、個人

情報の保護に関する法律第102条第２項の規定により、次のとおり利用停止決定等の期

間を延長することとしたので、通知します。

記

利用停止請求に係る保有

個人情報の名称等

（ ）延長後の期間等 日 利用停止決定等の期限 年 月 日

延長の理由

連絡先 部 課

電 話 （内線）

注 規格は、Ａ列４番縦長とする。



別記第27号様式（第28条関係）

保有個人情報の利用停止決定等期間特例延長通知書

第 号

年 月 日

様

印北海道公安委員会 □

年 月 日付けで利用停止請求のあった保有個人情報については、個人

情報の保護に関する法律第103条の規定により、次のとおり利用停止決定等の期間を延

長することとしたので、通知します。

記

利用停止請求に係る保有

個人情報の名称等

利用停止決定等の期限の

特例規定を適用する理由

年 月 日
利用停止決定等をする期

限

連絡先 部 課

電 話 （内線）

注 規格は、Ａ列４番縦長とする。



別記第28号様式（第29条関係）

審査会諮問通知書

第 号

年 月 日

様

印北海道公安委員会 □

年 月 日付けの北海道公安委員会に対する審査請求について、次のと

おり北海道情報公開・個人情報保護審査会に諮問をしたので、個人情報の保護に関する

法律第105条第３項において準用する同条第２項の規定により通知します。

記

審査請求に係る保有個人

情報の名称等

審査請求に係る開示決定

等

⑴ 審査請求日

審査請求
⑵ 審査請求の趣旨

諮問日 年 月 日

連絡先 部 課

電 話 （内線）

注 規格は、Ａ列４番縦長とする。



別記第29号様式（第30条関係）

第三者からの審査請求に係る保有個人情報の開示通知書

第 号

年 月 日

様

印北海道公安委員会 □

に関する情報が含まれている保有個人情報について、審査請求に対する裁決

により次のとおり開示を実施することとしたので、個人情報の保護に関する法律第107

条第１項において準用する同法第86条第３項の規定により通知します。

記

審査請求に係る保有個人

情報（開示決定した保有

個人情報のうち、審査請

求人が開示しないことを

求めた情報）

上記に記載された保有個

人情報のうち、開示する

情報

審査請求に対する裁決 却（

下又は棄却する裁決）の

理由

開示を実施する日 年 月 日

備考

連絡先 部 課

電 話 （内線）

注 規格は、Ａ列４番縦長とする。



別記第30号様式（第30条関係）

審査請求に係る保有個人情報の開示通知書

第 号

年 月 日

様

印北海道公安委員会 □

に関する情報が含まれている保有個人情報について、 年 月

日付け第 号で一部開示（開示をしない旨の）決定をしましたが、当該処分に係る審

査請求に対する裁決により次のとおり開示を実施することとしたので、個人情報の保護

に関する法律第107条第１項において準用する同法第86条第３項の規定により通知しま

す。

記

審査請求に係る保有個人

情報（開示をしないこと

とした保有個人情報のう

ち、審査請求人が開示を

求めた情報）のうち、

に関する情報

上記に記載された保有個

人情報のうち、開示する

情報

審査請求に対する裁決 原（

処分を変更する裁決）の

理由

開示を実施する日 年 月 日

備考

連絡先 部 課

電 話 （内線）

注 規格は、Ａ列４番縦長とする。



別記第31号様式（第31条関係）

北海道収入証紙貼付欄

行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結の申込書

年 月 日

北海道公安委員会 様

住所又は居所（法人その他の団体にあっては、本店又は

主たる事務所の所在地を記載すること ）。

（ふりがな）

氏 名（法人その他の団体にあっては、名称及び

代表者の氏名を記載すること ）。

連 絡 先（電話番号及び電子メールアドレスを記載

すること。担当部署等がある場合は、当

該担当部署名及び担当者の氏名を記載す

ること ）。

年 月 日付け第 号の「審査結果通知書」を受領しましたので、個

人情報の保護に関する法律第115条（第118条第２項において準用する同法第115条）の

規定により、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結を申し込みます。

記載要領

１ 不要な文字は、抹消すること。

２ 行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料は、審査結果通知書により通知した

事項に従って納付すること。

注 規格は、Ａ列４番縦長とする。


